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鉄 道 ・ 運 輸 機 構 に つ い て

１ 沿革

平成１３年１２月に閣議決定された「特殊法人等整理合理化計画」に基づき、平成 １５
年１０月１日付けで日本鉄道建設公団と運輸施設整備事業団が統合し 独立行政法人鉄

１．沿革

年１０月１日付けで日本鉄道建設公団と運輸施設整備事業団が統合し、独立行政法人鉄
道建設・運輸施設整備支援機構（略称：鉄道・運輸機構）として設立。

(１)整備新幹線等の鉄道の建設 保有・貸付け 譲渡等

２．業務概要

(１)整備新幹線等の鉄道の建設、保有・貸付け、譲渡等
(２)鉄道整備を行う鉄道事業者に対する補助金の交付等
(３)旧国鉄の地位の承継に伴う費用の支払等
(４)内航船舶の共有建造 技術支援等(４)内航船舶の共有建造、技術支援等

３ 役員（平成２５年４月１日現在）３．役員（平成２５年４月１日現在）
理事長１人、副理事長１人、理事８人、監事３人

４ 職員数（平成２５年４月１日現在）４．職員数（平成２５年４月１日現在）
１，６１２人
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鉄 道 ・ 運 輸 機 構 の 沿 革

［平成15年10月1日発足］鉄道情報システム(株)

鉄道通信（株）

［昭和62年4月業務移管]

［昭和62年4月業務移管]

鉄
道ＪＲ７社

［昭和62年4月発足]
船舶整備公団

［昭和41年12月発足]
(財)鉄道総研

［昭和62年4月業務移管]

道
建
設
・
運

ＪＲ７社

鉄道整備基金

運輸施設
整備事業団

（内航船舶建造への支援等）

［平成3年10月発足]

［平成9年10月発足]

新幹線

［昭和62年4月発足]
国

鉄 運
輸
施
設
整［昭和39年3月発足]

統
合
・
独
法

（鉄道整備への助成等）

（造船業の構造転換支援）

［昭和53年12月発足]

新幹線
保有機構

造船業基盤整備事業協会

東海道・山陽・東北・上越
新幹線を保有してＪＲに貸
付け

鉄

整
備
支
援

日本鉄道
建設公団

［昭和39年3月発足]
化［昭和39年3月］

新線建設業務を分離

［昭和45年6月］

新幹線建設業務を分離

（造船業の構造転換支援）

機
構

［昭和62年4月発足]

新幹線建設業務を分離

［平成10年10月］

日本鉄道建設公団
国鉄清算事業本部

国鉄清算
事業団

（旧国鉄の権利義務を承継）

国鉄清算事業本部
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鉄 道 関 係 業 務 の 概 要

鉄道助成業務鉄道建設等業務
特例業務

（国鉄清算業務）

道

鉄道助成業務鉄道建設等業務

［主な業務］［主な業務］ ［主な業務］

○旧国鉄から承継した土地等の
処分

○旧国鉄職員に対する年金の
給付に要する費用等の支払い

○整備新幹線の鉄道の建設、
保有・貸付等

○都市鉄道等の鉄道の建設、
保有 貸付 譲渡等

○鉄道事業者に対する補助金
の交付等

○旧国鉄債務の償還
給付に要する費用等の支払い保有・貸付、譲渡等

地下鉄補助で建設した大阪市8号線 今後処分を予定している梅田北ヤード九州新幹線

- 3 -



整備新幹線の建設・保有に係る機構の役割について

国土交通大臣
○整備新幹線の建設財源スキーム

２

地方公共団体 貸付料等公共事業関係費（国）建設の指示

鉄道・運輸機構 １

＜公共事業方式＞
国３／２、地方１／３
※貸付料等除く 充

当

着 工

工事実施計画

○貸付料は建設財源等に充当

収入－費用

完 成

建 設 租税・管理費

収入 貸付料等

費用 債務償還等

○貸付料は建設財源等に充当

貸付料の支払い
（受益の範囲） Ｊ Ｒ

（施設の保有）

完 成

営業開始後

（新幹線の運行）＜上下分離＞

（施設の保有）

施設の貸付
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船舶関係業務(1) 共有建造制度船舶関係業務の概要

高度船舶技術実用化支援

【業務 役割】

内航海運活性化融資

【業務 役割】【業務 役割】

共有建造制度

【業務・役割】

○環境負荷低減、物流効率化、運航・保
守の省力化等に資する新技術を初めて
採用する船舶（一番船）に対し、導入に
係る費用等を助成

【業務・役割】

○日本内航海運組合総連合会(内航総連)
が構造改善のために行っている暫定措
置事業の交付金と納付金のタイムラグ
を埋めるつなぎ資金を融資

【業務・役割】

○一杯船主をはじめとする中小事業者が
99.6%を占める内航海運事業者の担保、
技術力不足を補い、船舶の建造を支援

係る費用等を助成

○新技術の性能等の実績を示し、その普
及を促進

を埋めるつなぎ資金を融資

○本業務は暫定措置事業が終了（平成36
年度終了予定）するまでの暫定的なも
のであり、機構法においても附則で当
分の間の業務として規定

○環境負荷低減等政策意義の高い船舶につ
いて、機構と内航海運事業者が費用を分
担して船舶を共有建造

○船舶の設計についての相談、船舶建造中
の工事監督等 技術面でもサポ ト （例）船舶の遠隔管理システム

分の間の業務として規定

○業務運営にあたり、機構内にリスク管理
委員会を設置し、財務状況を点検

の工事監督等、技術面でもサポート

○厳格な信用リスク調査、事業者の経営モニ
タリングにより着実な償還を確保

１１隻普及

助
成

交付金借入れ

政府
保証

船舶を
解撤等
する者

内
航
総
連

鉄
道･

運
輸
機

金
融
機
関 つなぎ資金

機構持分

最大 70～90％
事業者持分
10～30％

機
事

共
有

共
有
期
間

１番船

納付金
船舶
建造
業者

連機
構

関

返済

つなぎ資金

船舶使用料支払い

機
構

業
者

機
構

事
業

間

期
間
後 機構持分の買取・譲渡
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H19年度 ～ H24年度

活性化融資業務 暫定措置事業
構 業

者
後 機構持分の買取 譲渡



船舶関係業務(1) 共有建造制度共有建造制度に係るこれまでの経営改善の取組

■平成9年度以降の景気の長期低迷による荷動きの減少等により未収金が急増し、債務超過に陥る。
■平成16年12月「内航海運効率化のための鉄道建設・運輸施設整備支援機構船舶勘定見直し方針」を策定し、平成17-21年度の「集中改革期

間」に、未収金の発生防止や債権管理の強化等を実施し、債務超過を解消。

3.債務超過額の縮減

見直し方針 実績値

1.未収金の削減

210 203
250

(億円)

-458億円

-378億円

-209億円

-157億円

-61億円

135億円

174億円

137億円

154億円

0

100

200
見直し方針 実績値

171

210 203

111
150

200

-181億円

-115億円

-49億円

-200

-100

096
111

93

48 34 24 2150

100

-298億円

-241億円

00

-400

-300

2.当期利益の推移

0
H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

-500
H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

期 推移

17億円
40 億円

73 億円

11 億円 16億円 16 億円 9 億円

50

0

50

100

-54 億円-100

-50

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

引き続き未収金の発生防止、債権管理及び回収の強化等
の取組を行い、財務内容の一層の改善を進める
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